
議案第５７号  
 
 
　　　岬町立淡輪老人福祉センターの指定管理者の指定について  
 
 
　岬町立淡輪老人福祉センターの指定管理者を次のとおり指定するこ

とについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求める。  
 
 
　　令和７年１２月３日提出  
 
 

岬町長　田　代　　　堯　　  
 
 

記  
 
　管理を行わせる施設  
 
 
　指定管理者　　　　　　  
 
 
 
　指定期間　　　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  
 
 
 
提　案　理　由  
岬町立淡輪老人福祉センターの指定管理者を指定するため、議会の

議決を求めるものです。  
 
 

 名　称 岬町立淡輪老人福祉センター

 所在地 岬町淡輪４５１８番地の１

 所在地 岬町深日２０００番地の１

 名　称 岬町淡輪長生会

 代表者 森村　雅晴


